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1. はじめに

１-１本指導要領について

環境省が開催する「地球温暖化対策実行計画に関する説明会」において、区域施策編の策定・実

施に関する地方公共団体職員向けの説明を行うための指導要領を掲載している。 

１-２本指導要領の特徴

本指導要領の主な特徴は下記 2点である。

 新規指導要領案の作成

 現在使用されている研修教材の各ページについて、スライドタイトル、説明の所要時間(分)、

マニュアルの該当頁、説明台本（環境省説明用）、説明台本（都道府県職員説明用）

を表形式で整理した指導要領案を作成した。 

 2種類の台本の作成

 環境省担当官が使用する場合と、都道府県職員が使用する場合の 2 種類の台本を作成し

た。環境省担当官用の台本については基本的に現行のものを活用し、それをもとに、知見に

乏しい地方公共団体職員にとって理解・習熟が特に困難と思われる主要な点について適切か

つ簡単に説明するよう留意した都道府県職員用台本を作成した。

図：指導要領の作成イメージ 

画面に表示される
スライド

スライドの概要
・ページ番号
・タイトル
・所要時間
・マニュアルの該当箇所

2種類の台本を作成
・環境省説明用
・都道府県職員説明用
理解・習熟が特に困難と
思われる点について留意し
た箇所は青字とした。
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2. 指導要領

次頁以降に、指導要領を掲載する。 
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組むことが必要ですので、施行時特例市未満の地方公共団体においても策定に努めていただきた

い、と考えています。 
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す。地域の金融機関や周辺の地方公共団体、NPO や民間団体と連携することが重要です。さらに、

策定時だけではなく、実施や評価段階などのあらゆるフェーズで連携することが重要です。都道府県と

市町村の役割について考えると、都道府県は広域的な制度や条例に基づいたルール作りをすることに

なります。一方、市町村はより住民に近い立場として、住民と一緒に進める普及啓発などの個別具体

的なプロジェクトを進めていただくことになります。それぞれの特性を生かすことが必要だと考えています。 
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3 ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域施策編の制度的位置付けを確認します。 

区域施策編は地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特

例市に策定が義務付けられ、それ以外の地方公共団体は策定に努力することが求められています。 

地球温暖化対策推進法では、区域施策編において①再生可能エネルギーの利用の促進、②そ

の区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進、③都市機能

の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進等に資する地域環境の整備及び改善、④

廃棄物等の発生の抑制の促進等の循環型社会の形成、の４つの項目を定めることとしています。 

 【解説】地球温暖化対策推進法における区域施策編の位置付け（策定・実施マニュアル

（本編）P7-P9） 

 地球温暖化対策推進法の目的 

地球温暖化を防止することの重要性に鑑み、現在及び将来の国民の健康で文化的な生

活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること。 

国、地方公共団体、事業者及び国民による地球温暖化対策の在り方を定める。 

 主な条文 

⁃ 第 4 条： 

地方公共団体の責務について、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガ

スの排出の抑制等のための施策を推進すること等が定めている。 

⁃ 第 19 条第 2 項： 

その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総

合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとしている。 

⁃ 第 21 条第 3 項： 

都道府県、指定都市等に対しては、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効

果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項（いわゆる区域施策編）を

策定することを義務付けています。このことは、地球温暖化対策計画においても、都

道府県、指定都市等の基本的な役割として定められている。また、中核市未満の市

町村に対しては、同法第 19 条第 2 項の趣旨に照らし、地球温暖化対策計画に

おいて、区域施策編の策定に努力することが求められている。 

なお、地球温暖化対策推進法の平成 28 年改正により、複数の地方公共団体が

共同して地方公共団体実行計画を策定できることが明記された。また、区域施策編

に盛り込むべき地域環境の整備に関する事項の例示として、「都市機能の集約化の

促進」（いわゆる都市のコンパクト化の促進）が明記された。 
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4 ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域施策編の構成の例を確認します。 

区域施策編には、地方公共団体の規模に係らず、共通して必要となる典型的な骨格や構成要

素があります。地方公共団体の規模に関わらず共通して必要となると考えられる５つの典型的な骨

格を表に示しています。まず、策定の背景や、自然条件・社会条件、対象範囲、計画期間、推進体

制などの基本的事項を記載します。次に、温室効果ガスの排出の推定・要因分析として、近年の排

出量の増減傾向を評価します。その上で、削減目標を設定し、目標達成の対策施策を記載します。

また、区域施策編の実施および進捗管理の仕組み、体制についても記載します。 

なお、地方公共団体実行計画については、伝統的に多くの地方公共団体において、いわゆる事務

事業編と区域施策編を別個に策定・実施する例が見られますが、両者を一本化することも可能で

す。 

また、地球温暖化対策推進法の要件を満たし、かつ、他の法令（条例を含みます。）の規定に反し

ない場合であれば、地方公共団体独自の環境基本計画その他の計画と地方公共団体実行計画と

統合することも可能です。 
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7 ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域施策編策定の基本的事項・背景・意義として、基準年度、目標年度、計

画期間直し期間を確認します。 

目標年度や基準年度の設計は事務事業編と同じです。国の計画は 2013 年度を基準年度に、

2030 年度を目標年度にしていますので、法に基づき、区域施策編を策定する際には国の計画に則

して同様の年度とすることが推奨されますが、別年度としても構いません。区域施策編の施策は、多く

の領域にわたる場合が多いため、地方公共団体の総合計画や環境基本計画と同じ計画期間とする

ことも合理的です。 
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対策が求められているということを理解していただくことです。地球温暖化対策を巡る動向を事業者や

市民に理解し、健全な問題意識を醸成してもらうため、地球温暖化の影響、国際的な動向や、国

内の動向などのテーマを記載することが望ましいと考えられます。 
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9 ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域の特徴について確認します。 

区域施策編を策定する際には、区域の特徴として区域の気候や再生可能エネルギーの導入可能

性、産業構造、人口動態などを整理します。また、これらの情報を基に重点施策の検討も行います。 

産業構造については、農業中心の町もあれば、工業、商業中心の町もあります。都市構造につい

ては、コンパクト化が進んでいるところもあれば、分散して広く薄く散らばっている町もあります。また、公

共交通機関が発達しているところもあれば、衰退していて維持が難しくなっているところもあるでしょう。

このような様々な社会状況を整理して有効な対策を考えていただきたいと考えています。コベネフィット

の観点からも地域の強み弱みを整理することが重要です。 
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10ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域の目指す将来像について確認します。 

区域施策編は温室効果ガスの削減のための計画ですが、総合計画や環境基本計画に書かれてい

るような地域が目指す総合的な将来像を描き、そこから温暖化対策のアプローチを考えていただくこと

が必要だと考えています。 

区域施策編における将来像は、総合計画や環境基本計画といった上位計画における将来像や総

合的な目標と整合的なものとする必要があります。さらに、地球温暖化対策の側面だけではなく、同

時にコベネフィットの側面も踏まえたものとすることが考えられます。 

 

  

24





11ページをご覧ください。 

このスライドでは、地域における地球温暖化対策の意義について確認します。 

区域施策編の策定に当たっては、温暖化対策が地域にとってプラスに働き、社会経済の課題に対応

し、環境と経済と社会が統合的に向上するような形で考えていただきたいと考えています。 

例えば高齢の方が歩いて暮らしやすいまちづくりや、再生可能エネルギーを主要な防災拠点に導入

して災害時あるいは大停電の際の非常用電源とすることで防災能力を高める、高断熱住宅によってヒ

ートショックを抑制することで住民の健康リスクを低減することで社会保障関係費用も抑える、地域ビ

ジネスの振興など、環境以外の様々なベネフィットが考えられます。温暖化対策だけでなく、地域全体

にとって何がプラスになるかを検討することが重要です。 
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13ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域施策編の位置付けについて確認します。 

区域施策編の実効性を特に強化し確実なものとするためには、区域施策編の上位計画である総合

計画や環境基本計画などとの整合を取り、都市計画や交通計画、廃棄物計画などの他分野の計

画と連携を取ることが必要です。 

とりわけ、総合計画において、地球温暖化対策を明示的に位置づけ、区域施策編との連携を図るこ

とが有効であると考えられます。 
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庁内外との連携の事例として、庁内の連携を工夫した栃木県の事例について紹介します。 

栃木県では、地方公共団体実行計画の骨子案の作成にあたり、既存の部局横断組織である「推

進本部」を活用しました。関係部局の担当者に、地方公共団体実行計画の策定意義や環境部局

が検討した施策の柱を説明し、関係部局は、地球温暖化対策に資する施策を環境部局に提案し

て、「推進本部」にて施策案を決定し、地方公共団体実行計画の骨子案が作成されました。 
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た。地球温暖化対策専門委員会に外の意見を広く拾い合意形成した事例となっています。 
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共団体の区分ごとに温室効果ガス排出量を把握する部門・分野を示しています。 

なお、産業部門とは、製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出で

す。総合エネルギー統計の農林水産鉱建設部門及び製造業部門に対応します。 

業務その他部門とは、事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しない

エネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の業務他（第三次産業）部門に対応します。 

家庭部門とは、家庭におけるエネルギー消費に伴う排出です。自家用自動車からの排出は、「運輸

部門（自動車）」で計上します。総合エネルギー統計の家庭部門に対応します。 

運輸部門とは、自動車、船舶、航空機、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギ

ー統計の運輸部門に対応します。 

エネルギー転換部門とは、発電所や熱供給事業所、石油製品製造業等における自家消費分及

び送配電ロス等に伴う排出です。産業部門や業務その他部門の自家用発電や自家用蒸気発生は

含みません。 

エネルギー起源CO2以外の部門について、燃料の燃焼分野とは、燃料の燃焼及び自動車走行に

伴う排出です。 

工業プロセス分野とは、工業材料の化学変化に伴う排出です。農業分野とは、水田からの排出及

び耕地における肥料の使用による排出（耕作）、家畜の飼育や排泄物の管理に伴う排出（畜

産）、農業廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（農業廃棄物）です。 

廃棄物分野とは、廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（焼却処分）、廃棄物の埋立処分に

伴い発生する排出（埋立処分）、排水処理に伴い発生する排出（排水処理）、廃棄物の焼却、

製品の製造の用途への使用及び廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出（原燃料使用等）で

す。 

代替フロン等4 ガス分野とは、金属の生産、代替フロン等の製造、代替フロン等を利用した製品の製

造・使用等、半導体素子等の製造等、溶剤等の用途への使用に伴う排出です。 

この一覧どおりに把握することを義務付けているわけではありませんので可能な範囲で把握していただき

たいと考えております。 
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23ページをご覧ください。 

このスライドでは、区域施策編における目標の類型について確認します。 

区域施策編の目標としては、図に示すように、大きく分けると、計画全体に係る目標と、盛り込まれ

る対策・施策の目標という２種類のものが考えられます。 

計画全体に係る目標としては、温室効果ガス総量削減目標はもとより、最終エネルギー消費量や

再生可能エネルギー導入目標などを目標とすることも望まれます。これらの目標は、総量削減目標を

補完するものとして、地方公共団体の事情に応じて追加的に設定することが望まれます。それぞれの

目標は、部門・分野別に設定することも考えられます。 

区域全体の排出量を推計することは難しい側面もあるため、地方公共団体が取り組む事項につい

ての目標として対策実施量目標、施策実施量目標があり、進捗管理に活用することができます。 
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最終エネルギー消費量の原単位、再生可能エネルギー導入量を目標にする方法があります。このよう

な目標設定により、省エネに対する行動を促す効果もあると考えています。 
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28ページをご覧ください。 

このスライドでは、施策について確認します。 

温室効果ガス排出抑制などに関する施策には、スライドの図に示したとおり、再生可能エネルギーの

利用促進、区域の事業者・住民の活動促進、地域環境の整備及び改善、循環型社会の形成、の

４つの分野があります。これらの施策の中から、実施できそうな施策を検討し実施していただきたいと考

えています。また、施策による市民へのメリットという視点でも検討を加え、そのメリットを強調していくこと

が必要です。また、施策を実施する上では関連する補助金も活用していただきたいと考えています。 
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29ページをご覧ください。 

このスライドでは、対策と施策の体系的な整理について確認します。 

地方公共団体としての重点施策を明確にするとともに、個々の施策の意義・位置づけに対する各

主体の理解を増進するため、対策・施策のつながりを体系的に整理することが重要です。 

個々の施策を単に列挙・羅列しただけでは、それぞれの施策の意味合いや重要性が分かりにくい面が

あるため、庁内の整理のためにも、住民等の理解を増進するためにも、それぞれの施策が、どのような

役割を持ち、どのように関連しているかを可能な限り体系的に整理して示すことが重要です。 

対策・施策を体系的に整理する際、例えば「歩いて暮らせる便利なまちづくり」や「地域ビジネスの振

興」など、市民に分かりやすく体系化することが必要です。また、区域の目指す将来像との結び付きを

示すことも重要です。 
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していただきたいと考えています。 
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3. 問い合わせ先 

環境省大臣官房環境計画課 

〒１００－８９７５ 

東京都千代田区霞が関１丁目２番２号 

電話（０３）３５８１－３３５１ 
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